
有終西小学校児童が進学する中学校の通学区域について方針決定

有終西小学校を卒業する児童が進学する中学校の通学区域について、大野市通学区域審議会か

らの答申にある「通学区域の変更は令和６年４月から」については一時保留し、令和６年３月卒

業の児童が進学する中学校の通学区域は従来通りとし、陽明中学校区に居住している６年生で、

開成中学校に進学することを希望する場合は認めることとしました。

令和６年３月に、それぞれ５年生、４年生、１～３年生の保護者と意見交換会を開催し、審議

会からの答申や保護者との意見交換会などを踏まえ、有終西小学校を卒業する児童が進学する通

学区域変更方針を次のとおり決定しましたのでお知らせします。

＜方 針＞

有終西小学校を卒業する児童が進学する中学校は、令和８年４月より開成中学校とする。

ただし、きょうだいが陽明中学校区に在籍している家庭において、陽明中学校に入学すること

を希望する場合は、配慮する。

その他、通学区域変更前後の様々な事案について、個別に相談に応じる。

なお、令和７年３月に陽明中学校区に居住している６年生で、開成中学校に進学を希望する場

合は認めるものとする。
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